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貿易保険共通運用規程 

平成 13 年４月１日 01‐制度‐00058 

沿革 （略） 

平成 26年９月 24日 一部改正 

 

第１条～第２条 （略） 

貿易保険共通運用規程 

平成 13年４月１日 01‐制度‐00058 

沿革 （略） 

 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（損失防止軽減義務） 
第３条 被保険者は、原則として、損失の発生の時から（貿易一般保険

約款（平成 13 年４月１日 01-制度-00001）第４条第 14 号による事

故にあっては決済期限から、貿易代金貸付（貸付金債権等）保険約款

（平成 17 年４月１日 05‐制度‐00014）第３条第 11 号による事故

にあっては償還期限から、貿易代金貸付（保証債務）保険約款款（平

成 26 年 10 月１日 14‐制度‐00074）第３条第３号による事故にあ

っては求償権の取得日から、限度額設定型貿易保険約款（平成 15 年

４月１日 03‐制度‐00017）第４条第 14号による事故にあっては決

済期限から、中小企業輸出代金保険約款（平成 17 年４月１日 05‐

制度‐00029）第２条第 11 号による事故にあっては決済期限から、簡

易通知型包括保険約款（平成 22 年７月１日 10‐制度‐00022）第

12 条第 14号による事故にあっては決済期限から、前払輸入保険約款

（平成 13 年４月１日 01‐制度‐00004）第３条第 10 号による事故

にあっては前払金の返還期限から、海外事業資金貸付（貸付金債権等）

保険約款（平成 13 年４月１日 01‐制度‐00007）第３条第 11 号に

よる事故にあっては償還期限から、海外事業資金貸付（保証債務）保

険約款（平成 13年４月１日 01‐制度‐00008）第２条第３号による

事故にあっては求償権の取得日から）損失の防止軽減に努めなければ

ならない。ただし、損失の発生が不可避となった時は、その時から損

失の防止軽減に努めるものとする。 

 

（損失防止軽減義務） 
第３条 被保険者は、貿易保険法及び約款の規定に基づき、原則として、

損失の発生の時から（貿易一般保険約款第４条第 14 号による事故に

あっては決済期限から、貿易代金貸付保険約款第３条第 11 号による

事故にあっては償還期限から、限度額設定型貿易保険約款第４条第

14 号による事故にあっては決済期限から、中小企業輸出代金保険約

款第２条第 11 号による事故にあっては決済期限から、簡易通知型包

括保険約款第 12 条第 14 号による事故にあっては決済期限から、前

払輸入保険約款第３条第 10 号による事故にあっては前払金の返還期

限から、海外事業資金貸付（貸付金債権等）保険約款第３条第 11 号

による事故にあっては償還期限から、海外事業資金貸付（保証債務）

保険約款第２条第３号による事故にあっては求償権の取得日から）損

失の防止軽減に努めなければならない。ただし、損失の発生が不可避

となった時は、その時から損失の防止軽減に努めるものとする。 
 

 

２ 被保険者は、前項に規定する義務を履行するため、原則として、次

に掲げる措置その他必要な措置をとることとする。ただし、日本貿易

保険から別途指示を受けた場合には、この限りでない。 

２ 被保険者は、前項に規定する義務を履行するため、原則として、次

に掲げる措置その他必要な措置をとることとする。ただし、日本貿易

保険から別途指示を受けた場合には、この限りでない。  
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一 全ての事案において講ずる措置 

イ 事実関係の確認を行い、損失等の発生（前項括弧書きの場合は、

決済、返還又は償還（以下「決済等」という。）が行われないこ

とをいう。）の原因の究明を行うこととし、原因究明の結果に基

づいて、以下の措置を行うこと。 

(1) 非常事故となる可能性がある場合には、非常事故の認定の

ために必要な資料等の取得を行うこと。また、ローカル・デポ

ジットされた現金等その他被保険者に対する支払のために使

用される資産の保全に努めること。 

(2) 原因究明の結果、信用事故となる可能性がある場合には、

第４条に定める債務確認書、破産手続開始決定通知等の信用事

故の認定のために必要な資料等の取得を行い、履行遅滞の場合

には、内容証明郵便、電子メール、ファックス、SWIFT等によ

り督促したという事実が証明できる形で、繰り返して決済等の

督促を行うこと。 

ロ 保険金請求までの間、輸出契約等の相手方、保証人等信用補完

措置を行う者、保険事故が生じた荷為替手形の振出人、支払人そ

の他これらに準ずる者のうち支払の責任を負う者（以下「支払人

等」という。）、輸出保証の相手方、前払輸入契約の相手方、被保

険投資の相手方、貿易代金貸付若しくは海外事業資金貸付の相手

方若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは賠償責任を負

う者（以下「回収に係る権利行使等の相手方」という。）又はこ

れらの者の取引先債権者の情報、現地情報等の収集を行うこと。 
ハ 保険の対象である諸権利（付随する権利を含む。）を時効によ

って消滅させないこと。 
 

一 決済、償還（求償権の対象となる借入金又は債券の償還を含む。）

又は返還（以下「決済等」という。）が行われない場合  
イ 決済等が行われない原因の究明 
ロ 支払人、借入人、取立銀行又は前払輸入契約の相手方（以下「支

払人等」という。）に対し、決済等が行われない原因を問い合わ

せる等事実関係の確認を行うこと。 
ハ 非常事故の場合には、ローカル・デポジット、外貨割当申請等

非常事故認定上必要な資料の確保を支払人等へ依頼すること。 
  なお、ローカル・デポジットされた現金については、その保全

に努めること。  

 

 

二 個別事案に応じて講ずる措置 
イ 貨物の保全が可能な場合には、当該貨物の保全を行うこと。 

ロ 保証人等信用補完措置を行う者がいる場合には、当該者に対し

履行請求を行うこと。 

ハ 担保権等信用補完措置がある場合には、その措置を講ずること

二 決済等の督促（支払人等に責めのある場合） 
  内容証明、テレックス等により督促したという事実が証明できる

形で、繰り返して督促を行うこと。 
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を検討し、必要と認められる場合にはこれを講ずること。 
ニ 裁判所に対して差押の請求を行う等、当該国その他の外国の法

令に定められた法的対抗措置を講ずることを検討し、必要と認め

られる場合にはこれを講ずること。 

ホ 回収に係る権利行使等の相手方について、破産手続、会社更生

手続、民事再生手続、特別清算手続又は当該国その他の外国の法

令に基づく制度上これらに準ずる手続き（以下「破産手続等」と

いう。）が開始された場合には、債権届出等、当該国その他の外

国の法令に定められた措置その他これらに準ずる回収のために

必要な措置を講ずること。 
へ 破産手続等において被保険者の債権届出等が認められない場

合又は被保険者が届け出た債権額の一部若しくは全部が認めら

れない場合には、異議申立、債務確認訴訟の提起等、当該国その

他の外国の法令に定められた措置その他これらに準ずる回収の

ために必要な措置を講ずること。 
ト てん補事由又は契約上の債務不履行を生じさせている回収に

係る権利行使等の相手方に対し、損失等の発生の防止軽減又は回

収のために行う船積等により新たな債務を負わせる場合には、当

該新たな債務を負わせることが、保険の対象となる契約に基づく

金額であって回収、支払又は返還されておらずかつ回収に係る権

利行使等の相手方に対して請求できる一切の金額（延滞金利並び

に保険契約の対象とはならない部分に係る金額及びその延滞金

利を含む。以下「未回収額」という。）の回収を困難としないか、

及び新たな損失等の発生の防止軽減を妨げないかを検討し、損失

等が既に発生している場合には、その回収に資するものであるか

を検討すること。その他、決済等の条件の変更や、返済計画の作

成又は変更、債権債務の相殺等、適切な措置を考慮しながら債権

の保全及び回収を行うこと。 

 三 保証人への保証債務の履行請求  
 

 

 四 貨物の保全 
貨物の保全が可能な場合には、当該貨物の保全を行うこと。 
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 五 支払人等からの回収が困難と見込まれるとき又は督促に対して

十分な成果が期待できないときは、次の措置をとること。  
イ 差押請求等債権の保全 
  裁判所に対して差押の請求を行う等法的対抗措置を講ずるこ

と。  
ロ 債権登録 

債権者会議が行われる等債務者の債務関係を確定させる場合

等には、債権の登録を行っておくこと。 

 

 六 その他  
イ 損害賠償請求権の保全を図ること。 
ロ 債務の履行請求権等当該債権に係る諸権利を時効とはしない

こと。 

 

 （損失防止軽減費用） 
第４条 損失の防止軽減義務の履行に要した費用（以下「損失防止軽減

費用」という。）については、損失の防止軽減義務の履行によって取

得した金額の範囲内において、かつ、各保険約款上のてん補危険責任

額の規定において定められた割合で日本貿易保険が負担するものと

する。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合はこの限りでない。 

 

 ２ 次の各号に掲げる費用は、損失の防止軽減義務の履行に要した合理

的な費用として認めるものとする。 
一 渡航費及び現地滞在費については、社内出張命令書、旅券購入証、

パスポート、現地滞在費の領収証、出張報告書等のエビデンスによ

り支出が確認できるもの。ただし、保険事故に係る債権（以下「事

故債権」という。）の回収以外の目的のために支出された費用を控

除した残余の部分について、次のイからハの範囲内とする。 
イ 事故債権の回収にのみ要した費用については全額 
ロ 債権（事故債権以外の債権を含む。）回収以外の目的のために

支出された費用が債権の回収に係る費用に含まれており判別が

困難な場合においては、滞在日数等業務の比率により按分した額 
ハ 事故債権以外の債権の回収に係る費用が事故債権の回収に係

る費用に含まれており判別が困難な場合においては、各債権額に

より按分した額。 
二 弁護士費用、取立委任手数料その他の費用については、事故債権
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の回収に要した合理的な費用であることがエビデンスにより確認

できるもの 
三 貨物の処分に要した費用については、金利、倉庫保管料、輸出不

能となった貨物を再輸出した場合の加工費、梱包費、運送費、保険

料、手数料等のうち、当該処分のために要した費用であることがエ

ビデンスにより確認できるもの 
四 前３号に掲げるもののほか、損失の防止軽減義務の履行に要した

合理的な費用であることがエビデンスにより確認できるもの 
 ３ 銀行手数料、郵便料その他保険事故が発生すると否とに関わらず通

常被保険者が負担すべき費用については、損失防止軽減費用として認

めない。 

 

（債務確認書） 

第４条 手形又はILC決済の場合を除き、支払人等の債務不履行に基づ

き保険金の支払の請求を行う場合、被保険者は、各約款上の「その他

必要な書類」として、次の各号の内容が確認できる書類（以下「債務

確認書」という。）を支払人等から取得し、被保険者その他保険金の

支払を請求しようとする者（以下「保険金請求人」という。）がこれ

を日本貿易保険に提出するものとする。 
一 支払人等の債務認識 
二 被保険者と支払人等との間に保険の対象となる権利に係る紛争

の存在が確認されていないこと 
三 保険の対象となる権利に基づく債務の特定（決済期限（支払人等

の支払遅延により当初の決済期限に対象契約に基づく決済がなさ

れず、その後被保険者が回収に係る権利行使等の相手方と新たな決

済期限を定めた場合は、当初の決済期限をいう。 ）及びインボイ

ス番号又は契約番号等。） 
四 前号に定める債務の債務確認書取得時点における未払残高 

 

 
 

２ 前項の債務確認書は、支払人等の権限を有する者の署名又は記名捺

印がなされている書面のほか、支払人等との間の電子メール、ファッ

クス等の通信記録でも足りるものとする。 

 
 

３ 前各項の規定にかかわらず、日本貿易保険が特に認めた場合、保険

金請求人は債務確認書の提出を要しない。  
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４ 被保険者がやむを得ず第１項及び第２項の要件を満たす債務確認

書を支払人等から取得することができない場合には、被保険者は、支

払人等に第１項各号に規定する内容を確認すること（以下「債務確認」

という。）を日本貿易保険に委任することができる。ただし、この場

合、被保険者は、各約款に基づき日本貿易保険に権利行使等の委任を

行わなければならない。当該委任に基づき日本貿易保険が債務確認を

する場合、各約款の規定にかかわらず、債務確認のための費用は日本

貿易保険が全額負担する。日本貿易保険が債務確認をした場合、保険

金請求人は債務確認書の提出を要しない。 

 
 

（質権者等による保険金請求） 
第５条 保険の目的又は保険金請求権に質権又は譲渡担保が設定され

ているときは、当該質権者又は譲渡担保権者は当該質権又は譲渡担保

の被担保債権の金額の範囲内で保険金を請求することができ、被保険

者（質権者又は譲渡担保権者以外の者が保険金受取人として指定され

ているときは当該保険金受取人。以下この条において同じ。）は、そ

れ以外の金額について保険金を請求することができる。ただし、次の

第１号に掲げる場合は被保険者が保険金の全額を請求するものとし、

第２号に掲げる場合は被保険者が、第３号又は第４号に掲げる場合は

質権者又は譲渡担保権者が、保険金の全額を請求することができる。 

一 当該質権設定の承諾が第15条第２項又は第 17条第２項に基づい

てなされている場合 

二 質権者又は譲渡担保権者が、被保険者が保険金を受け取ることに

ついて書面で同意した場合 

三 質権者又は譲渡担保権者が保険金受取人の場合 

四 質権又は譲渡担保の設定について日本貿易保険が承諾した際に、

被担保債権の金額にかかわらず、質権者又は譲渡担保権者が保険金

の全額を請求し、質権者又は譲渡担保権者が保険金の全額を受け取

ったときには日本貿易保険の保険金支払義務は消滅する旨の条件

を付した場合 

 

（質権者等による保険金請求） 
第５条 保険の目的又は保険金請求権に質権又は譲渡担保が設定され

ているときは、当該質権者又は譲渡担保権者は当該質権又は譲渡担

保の被担保債権の金額の範囲内で保険金を請求することができ、被

保険者（保険金受取人が指定されているときは当該保険金受取人。

以下この条において同じ。）は、それ以外の金額について保険金を

請求することができる。ただし、次の第１号又は第２号に掲げる場

合は被保険者が、第３号又は第４号に掲げる場合は質権者又は譲渡

担保権者が、保険金の全額を請求することができる。 
 
一 質権者又は譲渡担保権者が被保険者が保険金を受け取ることに

ついて書面で同意した場合 
二 当該質権設定の承諾が第１４条第２項又は第１６条第２項に基

づいてなされている場合 
三 質権者又は譲渡担保権者が保険金受取人の場合 
四 質権又は譲渡担保の設定について日本貿易保険が承諾した際に、

被担保債権の金額にかかわらず、質権者又は譲渡担保権者が保険金

の全額を請求し、質権者又は譲渡担保権者が保険金の全額を受け取

ったときには日本貿易保険の保険金支払義務は消滅する旨の条件

を付した場合 

 

 

（回収等費用） 
第６条 日本貿易保険が事前に承諾した場合には、次の各号に掲げる費

（回収費用） 
第６条 回収義務又は権利行使義務の履行に要した費用（以下「回収費
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用については、回収のために要した費用として、各約款の規定に基づ

き日本貿易保険が負担すべき又は負担することを認めたものとする。

日本貿易保険が各約款の規定に基づき負担すべき又は負担すること

を認めた費用についても同様の取り扱いとする。 

 

用」という。）については、回収金納付時に回収された金額の範囲内

において、かつ、支払保険金額の損失額に対する割合で日本貿易保険

が負担するものとする。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合はこ

の限りでない。 

 

一 渡航費（本邦内や出張先での移動にかかる費用を含むが、本邦の

通常勤務地圏内の移動は対象外とする。）。渡航先の現地滞在費につ

いては、保険事故に係る債権（以下「事故債権」という。）の回収

に要した合理的な費用であることが社内出張命令書、旅券購入証、

パスポート、領収証、出張報告書等のエビデンスにより確認できる

もの。ただし、事故債権の回収以外の目的のために支出された費用

を控除した残余の部分について、次のイからハの範囲内の金額とす

る。 
イ 事故債権の回収にのみ要した費用については全額 
ロ 同一の相手方に対する債権を回収する場合において、事故債権

以外の債権の回収に係る費用が事故債権の回収に係る費用に含

まれている場合においては、各債権額により按分した額 
ハ 同一の相手方に対する債権回収以外の目的のために支出され

た費用が事故債権の回収に係る費用に含まれている場合におい

ては、当該共通費用の 30％ 
 

  

二 債務者の信用調査費用、法的費用、弁護士費用等については、事

故債権の回収に要した合理的な費用であることがエビデンスによ

り確認できるもの。 

  

三 貨物の処分に要した費用については、金利、倉庫保管料、各約款

に定める輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物を再輸出等した場

合の加工費、梱包費、運送費、保険料、手数料等のうち、当該処分

のために要した費用であることがエビデンスにより確認できるも

の。 

  

四 前３号に掲げるもののほか、回収に要した合理的な費用であるこ

とがエビデンスにより確認できるもの。 
  

２ 人件費、光熱費、飲食費、銀行手数料、通信費その他これらに類す ２ 回収義務の履行に要した合理的な費用として認めるものについて  
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る管理、事務に係る費用は、前項に定める回収のために要した費用と

して認めない。 

 

は、第４条第２項及び第３項の規定を準用する。 

（回収金の納付等における取得比率） 
第７条 貿易代金貸付保険、輸出手形保険、前払輸入保険又は海外事業

資金貸付保険の各約款に規定する回収金の納付について、被保険者が

日本貿易保険に納付すべき金額を算出するにあたり用いる算式中、

「支払保険金額」／「損失額」については、次のとおり取り扱うもの

とする。 

 

（回収金の納付等における取得比率） 
第７条 各約款に規定する回収金の納付について、被保険者が日本貿易

保険に納付すべき金額を算出するにあたって用いる算式中、「支払保

険金額／損失額（海外投資保険においては、第４条各項に規定する残

額）」については、次のとおり取り扱うものとする。 

 

 

一 表示通貨が外貨の場合は、「支払保険金額」には、円により支払

を受けた支払保険金額を保険金支払時に適用した換算率で表示通

貨に換算した「建値換算支払額」を、「損失額」には、表示通貨建

ての損失額を用いる。 

 
 

 一 表示通貨が外貨の場合は、「支払保険金額」には、円により支払

を受けた支払保険金額（支払保険金額に損失防止軽減費用が含ま

れている場合は、当該費用を除く。）を保険金支払時に適用した換

算率で表示通貨に換算した「建値換算支払額」を、「損失額」には、

表示通貨建ての損失額を用いる。 
  

 

二 表示通貨を問わず、「支払保険金額」又は「損失額」に損失の防

止軽減義務の履行のために要した費用に相当する額が含まれてい

る場合は、当該費用を除いた金額を用いる。 
 

二 各約款の規定に基づく損失額が対外損失額と異なる場合は、「損

失額」には、対外損失額を用いる。 
 
 

 

三 保険契約の対象となる契約に保険契約の対象とならない部分（以

下「無付保部分」という。）が含まれている場合は、本項に規定す

る各約款の規定に基づく「損失額」には、保険金請求時において回

収できていない金額（無付保部分に係る金額を含み、延滞利息を除

く。以下「対外未回収額」という。）を用いる。この場合、回収金

とは、無付保部分に係るものを含めた対外未回収額からの全ての回

収金をいう。 
 

  

２ 前項の規定は、前項に定める各約款に基づき日本貿易保険が被保険

者から権利行使等の委任を受け、これに基づき回収した金額について

被保険者に配分すべき金額を算出するにあたり用いる算式にも準用

する。 

２ 前項の規定は、日本貿易保険が被保険者から権利行使等の委任を受

け、これに基づき回収した金額について被保険者に配分すべき金

額を算出するにあたって用いる算式にも適用する。 
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（回収金の配分及び回収費用の負担における比率） 
第８条 日本貿易保険は、貿易一般保険、限度額設定型貿易保険、簡易

通知型包括保険又は中小企業輸出代金保険の各約款に規定する回収

金の配分につき、充当すべき債権を指定し、当該債権について、無付

保部分が含まれている場合には、次の算式に基づいて日本貿易保険が

取得すべき回収金を算出する。なお、本条に定める各約款に規定する

控除利息がある場合は、日本貿易保険は、回収金から取得した額を上

限として控除利息を被保険者に支払う。 
回収金（無付保部分に係るものを含む。）×｛支払保険金額（前条

第１項第１号の規定を準用し、支払保険金額に費用に相当する金額が

含まれている場合は、当該費用に相当する金額を除く。以下この条に

おいて同じ。）／対外未回収額（本項に定める各約款に規定する未回

収額について、前条第１項第３号を準用したものをいう。以下この条

において同じ。）｝ 
２ 前項に定める各約款に規定する回収費用の負担（回収を終了するに

際し、回収費用の総額が回収金の総額を超過する場合の回収費用の負

担を除く。）につき、日本貿易保険は、無付保部分が含まれている場

合には、次の算式に基づいて日本貿易保険が負担すべき回収費用を算

出する。なお、次の算式における回収費用に関し、各約款に定める輸

出等不能貨物又は代金回収不能貨物の処分に係る回収費用について

は、当該貨物を処分することにより取得した金額又は取得し得べき金

額を上限とする。 

回収費用（無付保部分に係るものを含む。）×｛支払保険金額／対

外未回収額｝ 

 

 
 

 

（株式等による回収等） 
第９条 日本貿易保険又は被保険者が代金、賃貸料若しくは対価の支

払、借入金の償還又は前払金の返還（以下「代金等の支払等」という。）

に代えて、回収に係る権利行使等の相手方から株式、社債又は公債等

（以下「株式等」という。）を取得した場合には、当該株式等に係る

配当金及び売却代金等を受領した時に各約款に規定する回収があっ

たものとみなす。 

（株式等による回収等） 
第８条 被保険者が代金、賃貸料若しくは対価の支払、借入金の償還又

は前払金の返還（以下「代金等の支払等」という。）に代えて、代金

等の支払等の義務を負っている者（保証人等代金等の支払等につき債

務を負っている者及び賠償責任を有する者を含む。）から株式、社債

又は公債等（以下「株式等」という。）を取得した場合には、当該株

式等に係る配当金及び売却代金等を受領した時に各約款に規定する
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２ 前項に規定する場合において、被保険者は、当該株式等の引受、管

理及び売却（以下「引受等」という。）を行うに際し、その責任及び

費用において善良なる管理者の注意義務を負うものとする。なお、当

該株式等の引受等について、日本貿易保険と被保険者が別に定める場

合は当該定めるところによる。 

 

回収があったものとみなす。 
２ 前項に規定する場合において、被保険者は、当該株式等の引受、管

理及び売却（以下「引受等」という。）を行うに際し、その責任及び費

用において善良なる管理者の注意義務を負うものとする。なお、当該

株式等の引受等について、日本貿易保険と被保険者が別に定める場合

は当該定めるところによる。 

 

（控除利率） 

第 10 条 被保険者が貿易保険の各約款に規定する回収金を日本貿易保

険に納付する際、又は日本貿易保険が回収した金額について被保険者

に配分する際の計算に用いられる控除利率については、下表のとおり

取り扱うものとする。なお、別に特約により定められている場合にあ

っては、その規定による。 

（表） 略 

（控除利率）  
第９条 貿易保険の各約款に規定する回収金を日本貿易保険に納付す

る際の計算に用いられる控除利率については、下表のとおり取り扱う

ものとする。なお、別に特約により定められている場合にあっては、

その規定による。 
（表） 略 

 

（回収義務等の履行状況報告） 
第 11 条 被保険者は、輸出契約等について被保険者が行使しうる債権

の回収に関して次に掲げる事由が発生したときは、各約款に基づき、

当該事由の発生について各手続細則の定めるところに従い、日本貿易

保険に遅滞なく報告しなければならない。ただし、各約款上、日本貿

易保険が権利行使等の委任後、指示を行うことができる旨規定されて

いる場合、第２号から第５号までに基づく報告は、日本貿易保険の指

示するところによる。 

 

（回収義務等の履行状況報告） 
第１０条 被保険者は、保険事故に係る債権の回収に関して次に掲げる

事由が発生したときは、各約款に基づく回収義務の履行状況報告とし

て、当該事由の発生について各手続細則の定めるところに従い、日本

貿易保険に遅滞なく報告しなければならない。 

 

 

一 回収に係る権利行使等の相手方の財産に対する差押命令、競売申

立又は破産手続等の申立その他当該相手方の財産に係る法的手続

があったこと又は更生計画の認可等、既に行われている法的手続に

変化が生じたこと。 

 

一 回収義務又は権利行使義務の履行の相手方（以下「相手方」とい

う。）の財産に対する差押命令、競売申立又は破産手続開始の決定

の申立等、当該相手方の財産に係る法的手続があったこと又は更生

計画の認可等、既に行われている法的手続に変化が生じたこと。 
 

 

二 回収に係る権利行使等の相手方の資産の任意売却、債務返済繰延

計画の申し出、既に実施されている債務返済繰延計画に基づく返済

条件についての変更の申し出等、当該相手方の財産に係る法的手続

二 相手方の資産の任意売却、債務返済繰延計画の申し出、既に実施

されている債務返済繰延計画に基づく返済条件についての変更の

申し出等、当該相手方の財産に係る法的手続以外の措置が生じたこ
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以外の措置が生じたこと。 

 

と。 
 

三 回収に係る権利行使等の相手方の財産について、他の債権者によ

る債権の回収等があったこと。 

 

三 相手方の財産について、他の債権者による債権の回収等があった

こと。 
 

 

四 回収に係る権利行使等の相手方の財産に対する相手国政府、地

方公共団体又はこれらに準ずる者による国有化、収用その他こ

れらに準ずる行為がなされたこと。 

 

四 相手方の財産に対する相手国政府、地方公共団体又はこれら

に準ずる者による国有化、収用その他これらに準ずる行為がな

されたこと。 
 

 

五 回収に係る権利行使等の相手方の財産に対する相手国政府の政

策又は対応に変化が生じたこと。 

 

五 相手方の財産に対する相手国政府の政策又は対応に変化が生じ

たこと。 
 

 

（終了認定） 
第 12 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、各約款に従い日本

貿易保険は、代位債権等について回収が困難である又は回収に係る権

利を行使することが困難であるものと判断する。 

 

 

（終了認定） 
第１１条 各約款に規定する回収に係る権利を行使することが困難で

あることについて日本貿易保険が認定する場合とは、次の各号のいず

れかに該当する場合とする。 

 

 

一 回収に係る権利行使等の相手方について破産手続、特別清算手続

若しくは外国の法令に基づく制度上これらに準ずる手続が開始さ

れ、清算手続が完了した場合、又は当該手続は完了していないが配

当を受けられる可能性がないことを日本貿易保険が認める場合。 

 

一 輸出契約等の相手方、貸付契約の相手方、保険事故が生じた荷為

替手形の振出人及び支払人その他これに準ずるもののうち支払の

責任を有する者、輸出保証の相手方、前払輸入契約の相手方、被保

険投資の相手方、海外事業資金貸付の相手方若しくは保証債務に係

る主たる債務者又は賠償責任を有する者（以下「契約の相手方等」

という。）が破産手続開始の決定をし、清算を行っており又は失そ

うしていること。ただし、当該手続の結果、配当を受けられる可能

性のある場合を除く。 
 

 

二 会社更生手続、民事再生手続若しくは外国の法令に基づく制度上

これらに準ずる手続において、回収に係る権利行使等の相手方の財

産に対する被保険者への配分割合が定まり、当該配分割合に基づく

回収が完了した場合、又は回収に係る権利行使等の相手方との間の

債務弁済契約（ただし、日本貿易保険の事前の承諾があったものに

二 回収に係る権利の全てを対象に行われた強制執行が効を奏さな

かった場合 
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限る。）に基づく回収が完了した場合。 

 

三 回収に係る権利の全てを第三者に売却し、売却代金の回収が完了

した場合。 

 

三 やむをえない事情により回収に係る権利の全てが消滅した場合 
 

 

四 回収に係る権利の全てに基づき、回収に係る権利行使等の相手方

が有する強制執行が可能な全ての財産（ただし、日本貿易保険が別

途認めた財産についてはこの限りでない。）について強制執行が行

われ、当該執行手続に基づく回収が完了した場合、又は回収がない

ことが明らかになった場合。 

 

四 会社再生その他これに準ずる公的手続において、契約の相手方等

の財産に対する被保険者への配分割合が定まり、当該配分割合に基

づく回収があった場合。ただし、引き続き回収の可能性がある場合

を除く。 
 

 

五 弁護士等により回収に係る権利の全てを対象として、全ての回収

行為が試みられ（ただし、日本貿易保険が別途認めた行為について

はこの限りでない。）、今後更なる回収の見込みがないと日本貿易

保険が判断する場合。 

 

五 回収業者により回収に係る権利の全てを対象として回収が試み

られ（ただし、日本貿易保険の事前の承諾があったものに限る。）、

今後更に回収される見込みのないことが明らかになった場合 
 

 

六 非常事由による輸出等不能事故又は増加費用事故の場合で、回収

に係る権利行使等の相手方に対し損害賠償請求権その他回収に係

る権利の全てを行使することができない場合。 

 

六 回収に係る権利の全てを第三者に適正価格で売却する方法によ

り回収をなした場合（ただし、日本貿易保険の事前の承諾があった

ものに限る。） 
 

 

七 支出予想額（回収費用等）が今後の回収見込額を上回ると日本貿

易保険が判断する場合。 

 

七 既に支出した未回収額に係る回収費用が未回収額を上回ってい

る場合又は既に支出した未回収額に係る回収費用と今後支出する

ことが予想される回収費用との合計額が未回収額を明らかに上回

ると認められる場合 
 

 

八 その他、回収が困難であると日本貿易保険が判断する場合。 

 

八 貿易一般保険約款、簡易通知型包括保険約款にあっては、非常事

由による輸出等不能事故又は増加費用事故の場合、限度額設定型貿

易保険の場合にあっては、非常事由による輸出等不能事故の場合

（いずれも輸出契約等の相手方等に対し損害賠償請求等の権利行

使を行うことができない場合に限る。） 
 

 

 九 その他今後回収に係る権利について回収可能性が見込まれない

場合 
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２ 被保険者は、前項第５号の規定に関し弁護士等に回収を委任しよう

とするときは、別紙様式第１による回収業者委任承諾申請書を本店に

提出し、事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。ただし、

各約款上、日本貿易保険が権利行使等の委任後、指示を行うことがで

きる旨規定されている場合は、日本貿易保険の指示するところによ

る。 

 

２ 被保険者は、前項第５号の規定に基づき回収業者に回収を委任しよ

うとするときは、別紙様式第１による回収業者委任承諾申請書を本店

等に提出し、事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。 
 

 

３ 被保険者は、第１項第３号の規定に関し回収に係る権利を売却しよ

うとするときは、別紙様式第２による債権売却承諾申請書を本店に提

出し、事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。ただし、各

約款上、日本貿易保険が権利行使等の委任後、指示を行うことができ

る旨規定されている場合は、日本貿易保険の指示するところによる。 

３ 被保険者は、第１項第６号の規定に基づき債権を売却しようとする

ときは、別紙様式第２による債権売却承諾申請書を本店等に提出し、

事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。 
 

 

第 13条 ～第 16条 略 第 12条～第 15条 略  

（株式等の担保設定に係る承諾） 
第 17条 前２条の規定にかかわらず、日本貿易保険は、海外投資保険

又は資源エネルギー案件に係る海外投資保険又は海外事業資金貸付

保険の取扱について（平成 19年 3月 22日 07－制度－00012）に規

定する資源エネルギー総合保険Ｂ特約若しくは劣後ローン案件に係

る海外事業資金貸付保険の取扱について（平成 19年６月 21日 07

－制度－00026）に規定する劣後ローン特約を付して引き受けた海外

事業資金貸付保険（以下「保険契約」という。次条において同じ。）

について、被保険者から保険の目的若しくは借入金等に係る債権又は

保険金請求権について質権又は譲渡担保の設定の承諾申請があった

場合、質権者又は譲渡担保権者（以下「担保権者」という。）が被保

険者として適格性を有していると認めるときその他担保権者として

特に問題がないと認めるときには、原則として次の各号に規定する条

件を付し、質権又は譲渡担保の設定の承諾を行う。ただし、貿易保

険の保険料率等に関する規程（平成 16年 7月 2日 04-制度-00034）

Ⅱ［９］２(2)若しくはⅡ［10］３(5)で定める割増料率が適用される

案件又は被保険投資の相手方を借入人とする貿易代金貸付保険若し

くは海外事業資金貸付保険の被保険者が担保権者である場合につい

ては第２号に規定する条件を付すことを要しない。 

 一～四 略 

（株式等の担保設定に係る承諾） 
第１６条 前２条の規定にかかわらず、日本貿易保険は、海外投資保険

又は「資源エネルギー案件に係る海外投資保険又は海外事業資金貸付

保険の取扱について」に規定する資源エネルギー総合保険Ｂ特約若し

くは「劣後ローン案件に係る海外事業資金貸付保険の取扱について」

に規定する劣後ローン特約を付して引き受けた海外事業資金貸付保

険（以下「保険契約」という。次条において同じ。）について、被保

険者から保険の目的若しくは借入金等に係る債権又は保険金請求権

について質権又は譲渡担保の設定の承諾申請があった場合、質権者又

は譲渡担保権者（以下「担保権者」という。）が被保険者として適格

性を有していると認めるときその他担保権者として特に問題がない

と認めるときには、原則として次の各号に規定する条件を付し、質権

又は譲渡担保の設定の承諾を行う。ただし、保険料率等規程Ⅱ［９］

２(2)若しくはⅡ［１０］３(5)で定める割増料率が適用される案件又

は被保険投資の相手方を借入人とする貿易代金貸付保険若しくは海

外事業資金貸付保険の被保険者が担保権者である場合については第

２号に規定する条件を付すことを要しない。 
 

 

 

一～四 略 
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２ 略 ２ 略  

第 18条～第 19条 略 第 17条～第 18条  

附 則 

この改正は、平成 26年 10月１日から実施する。 

 

附 則 （略） 

 

 

 


